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所得税基本通達

⎛
⎝

昭45．７．１
直審（所）30

⎞
⎠

最終改正 令５課個２―22ほか

所得税基本通達の制定について
所得税基本通達を別冊のとおり定めるとともに、所得税に関する既往の取扱通達を別紙のとおり改正または廃止したから、通達する。
この所得税基本通達の制定に当たっては、従来の所得税に関する通達について全面的に検討を行ない、これを整備統合する一方、その内容面においては、法令の単純な解説的留意規定はできるだけ設けないこととするなど通達を簡素化するとともに、なるべく画一的な基準を設けることを避け、個々の事案に妥当する弾力的運用を期することとした。したがって、この通達の具体的な適用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。

第１編 総 則
第１章 通 則

法第２条｟定義｠関係
〔居住者、非永住者及び非居住者（第
３、４、５号関係）〕

（住所の意義）
２―１ 法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。（平11課所４―25改正）(注) 国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、令第14条｟国内に住所を有する者と推定する場合｠及び第15条｟国内に住所を有しない者と推定する場合｠の規定があることに留意する。

（再入国した場合の居住期間）
２―２ 国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間（以下この項において「在外期間」という。）中、国内に、配偶者その他生計を一にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、又は生活用動産を預託している事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものとして、法第２条第１項第３号及び第４号の規定を適用する。

（国内に居住する者の非永住者等の区分）２―３ 国内に居住する者については、次により非

居住者、非永住者等の区分を行うことに留意する。（平11課所４―25、平18課個２―７改正）⑴ 入国後１年を経過する日まで住所を有しない場合 入国後１年を経過する日までの間は非居住者、１年を経過する日の翌日以後は居住者⑵ 入国直後には国内に住所がなく、入国後１年を経過する日までの間に住所を有することとなった場合 住所を有することとなった日の前日までの間は非居住者、住所を有することとなった日以後は居住者
⑶ 日本の国籍を有していない居住者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が５年を超える場合 ５年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者

（居住期間の計算の起算日）
２―４ 法第２条第１項第３号に規定する「１年以上」の期間の計算の起算日は、入国の日の翌日となることに留意する。（平18課個２―７改正）（過去10年以内の計算）
２―４の２ 法第２条第１項第４号に規定する「過去10年以内」とは、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までをいうことに留意する。（平18課個２―７追加）
（国内に住所又は居所を有していた期間の計算）２―４の３ 法第２条第１項第４号に規定する「国内に住所又は居所を有していた期間」は、暦に従って計算し、１月に満たない期間は日をもって数える。

また、当該期間が複数ある場合には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30日をもって１月とし、月数は12月をもって１年とする。

なお、過去10年以内に住所又は居所を有することとなった日（以下この項において「入国の日」という。）と住所又は居所を有しないこととなった日（以下この項において「出国の日」という。）がある場合には、当該期間は、入国の日の翌日から出国の日までとなることに留意する。（平18課個２―７追加）

〔人格のない社団等（第８号関係）〕（法人でない社団の範囲）
２―５ 法第２条第１項第８号に規定する法人でない社団とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。
⑴ 民法第667条｟組合契約｠の規定による組合⑵ 商法第535条｟匿名組合契約｠の規定による匿名組合

所得税基本通達（２条） 総 則
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